
（仮称）真庭太陽光発電事業に係る環境影響評価準備書に対する知事意見

令和 5 年 8 月 24 日

1 総論評価
(1)事業計画について

• 本事業は、 ゴルフ場跡地を有効活用して再生可能エネルギーである太陽光発
電事業を行うもので、 事業実施区域はもともと ゴルフ場内であるが、 造成（切土
・盛土）、 一部伐採、 パネル設置等建設工事・稼働時において、 環境保全上の影
響が懸念される。 環境影響評価書 （以下「評価書」という。） 作成までに、 更
に事業計画の熟度を上げ、 最新の事業内容等を反映した上で、 適切に調査、 予
測及び評価を行い、 追加実施する環境保全措置も含めて、 その内容を評価書に
記載すること。

(2)事後調査について
・ 事後調査及び環境監視を適切に実施すること。 また、 事後調査の結果、 予測

範囲を超える影響が確認された場合は、 専門家等に意見を求め、 可能な限り環
境影響を回避・低減できる対処方法を検討し、 それを実施すること。 なお、 事
後調査の実施期間は、 当該環境影響の状況を十分把握できる期間とすること。

(3)地域住民の理解について
・ 評価書の作成に当たっては、 平易な表現や図を用いるなど、 記載内容を工夫

するとともに、 縦覧終了後の評価書や工事中・供用開始後に実施する事後調査
の結果についてインタ ーネット等で閲覧可能にするなど、 住民等の利便性の向
上及び情報の公開に努めること。

• 本事業の実施に当たっては、 地域住民の理解と協力が不可欠であり、 住民か
ら治水や風雨災害等に関する懸念が示されていることを踏まえ、 逐次、 事業計
画等を丁寧に説明するとともに、 環境保全上の問合せがあった場合は、 丁寧に
対応し、 地域住民の懸念を払拭するよう努めること。

2 各論評価
(1)環境の自然的構成要素の良好な状態の保持

ア 大気環境
・ 工事関係車両等は、 最新の排出ガス基準に適合したもので、 低騒音、 低振

動型の車両等を優先的に使用するとともに、 運行管理を徹底し、 環境負荷の
低減に努めること。

・ 建設機械の稼働に伴う騒音について、 敷地境界に防音壁を設置しない場合
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